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本
企
画
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
法
務
に
精
通
し
た
弁
護
士
と
、

企
業
の
実
情
に
即
し
た
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
態
勢
の
設
計
・
高
度
化
を
支
援

す
る
Ｉ
Ｔ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
２
名

に
よ
る
解
説
と
対
談
で
構
成
す
る
も

の
で
あ
る
。
第
一
部
で
は
テ
ー
マ
の

前
提
知
識
や
注
目
さ
れ
る
論
点
を
整

理
し
、
第
二
部
で
は
両
者
に
よ
る
対

談
で
具
体
的
な
考
察
を
加
え
て
い

く
。

　
上
編
は
「
経
営
陣
の
役
割
」、
中

編
は
「
リ
ス
ク
の
特
定
」
に
つ
い
て

解
説
し
た
。
最
終
回
の
下
編
と
な
る

本
稿
で
は
「
サ
ー
ド
パ
ー
テ
ィ
リ
ス

ク
管
理
（
委
託
先
の
監
督
）」
を
と

り
あ
げ
る
。

事
例
や
法
的
事
項
、
さ
ら
に
は
サ
プ

ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
対
策
に
関
す
る
制
度

的
な
動
向
を
踏
ま
え
、
金
融
機
関
が

と
る
べ
き
実
務
対
応
に
つ
い
て
考
察

す
る
。

一 　
サ
ー
ド
パ
ー
テ
ィ
リ
ス
ク

管
理
が
注
目
さ
れ
る
背
景

　
金
融
機
関
を
取
り
巻
く
Ｉ
Ｔ
環
境

は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
冒
頭
に

お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ド

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
や
Ａ
Ｐ
Ｉ
連

携
先
等
を
含
む
サ
ー
ド
パ
ー
テ
ィ
へ

の
依
存
が
深
ま
る
一
方
で
、
近
時
、

金
融
機
関
の
委
託
先
等
の
サ
ー
ド

パ
ー
テ
ィ
が
ラ
ン
サ
ム
ウ
ェ
ア
や
不

正
ア
ク
セ
ス
の
被
害
を
受
け
、
結
果

的
に
金
融
機
関
の
顧
客
情
報
が
漏
え

い
し
た
り
、
金
融
機
関
の
業
務
に
支

障
が
生
じ
た
り
す
る
サ
イ
バ
ー
イ
ン

シ
デ
ン
ト
が
頻
繁
に
発
生
す
る
事
態

に
な
っ
て
い
る
。
経
済
産
業
省
の
Ｉ

Ｔ
政
策
実
施
機
関
で
あ
る
情
報
処
理

推
進
機
構
（
Ｉ
Ｐ
Ａ
）
の
「
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
10
大
脅
威
２
０
２
６

﹇
組
織
﹈」
に
お
い
て
も
「
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
や
委
託
先
を
狙
っ
た
攻

撃
」
が
２
位
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
サ
ー
ド
パ
ー
テ
ィ
リ
ス
ク
が
顕
在

化
し
た
近
時
の
事
例
を
挙
げ
る
と
、

　
近
年
、
金
融
機
関
の
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ

ム
は
、
外
部
の
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス

や
Ａ
Ｐ
Ｉ
連
携
先
の
シ
ス
テ
ム
な

ど
、
多
様
な
サ
ー
ド
パ
ー
テ
ィ
（
外

部
組
織
）
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
依
存
を

急
速
に
深
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
反
面
、
サ
ー
ド
パ
ー
テ
ィ
を
起
因

と
す
る
サ
イ
バ
ー
イ
ン
シ
デ
ン
ト
が

相
次
い
で
い
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
金
融

庁
が
２
０
２
４
年
10
月
に
策
定
、
２

０
２
５
年
７
月
に
一
部
改
正
し
た

「
金
融
分
野
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」（
以
下
、「
金
融
庁
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
と
い
う
）
に
お
い
て
は
、
金
融

機
関
等
は
「
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
リ
ス
ク
を

適
切
に
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
」
と

位
置
づ
け
、
サ
ー
ド
パ
ー
テ
ィ
リ
ス

ク
管
理
を
独
立
し
た
章
と
し
て
体
系

的
に
規
定
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体

で
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
向
上

を
図
る
取
組
み
と
し
て
、
経
済
産
業

省
お
よ
び
内
閣
官
房
国
家
サ
イ
バ
ー

統
括
室
に
よ
る
「
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
強
化
に
向
け
た
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
評
価
制
度
」（
以
下
、「
Ｓ
Ｃ
Ｓ
評

価
制
度
」
と
い
う
）
の
制
度
構
築
も

進
ん
で
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
金
融
庁
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
お
け
る
サ
ー
ド
パ
ー
テ
ィ
リ
ス

ク
管
理
に
関
す
る
事
項
を
解
説
す
る

と
と
も
に
、
近
時
の
サ
ー
ド
パ
ー

テ
ィ
リ
ス
ク
に
係
る
イ
ン
シ
デ
ン
ト
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昨
年
８
月
に
公
表
さ
れ
た
「
２
０

２
５
事
務
年
度　
金
融
行
政
方
針
主

な
ポ
イ
ン
ト
」
に
は
、
協
同
組
織
金

融
機
関
に
お
け
る
適
切
な
経
営
管
理

お
よ
び
業
務
運
営
の
確
保
と
し
て

「
不
正
融
資
や
重
大
な
法
令
違
反
が

確
認
さ
れ
た
こ
と
も
踏
ま
え
、
早
期

に
課
題
を
発
見
し
、
的
確
な
対
応
を

行
う
」
旨
が
明
記
さ
れ
た
。
他
方
、

公
表
後
に
も
不
正
行
為
が
断
続
的
に

報
道
さ
れ
、
態
勢
整
備
の
難
し
さ
を

逆
説
的
に
示
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
主
に
内
部
勤
務
者
の

不
正
防
止
に
寄
与
す
る
監
査
手
法
見

直
し
時
の
着
眼
点
を
概
説
し
た
い
。

一 

　
近
時
の
不
正
動
向
か
ら

窺
え
る
問
題
点

１　
名
寄
せ

　
実
務
上
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ

ン
グ
等
対
策
の
ほ
か
相
続
や
預
金
保

険
料
の
計
算
、
さ
ら
に
一
先
お
よ
び

同
一
グ
ル
ー
プ
先
へ
の
与
信
限
度
額

管
理
な
ど
を
目
的
に
実
施
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
日
常
的
な
対
応
の
う
え

で
、
預
金
保
険
機
構
に
よ
る
検
査
な

ど
を
見
越
し
た
整
備
が
加
わ
る
。

　
一
方
、
か
ね
て
よ
り
み
ら
れ
る
借

名
預
金
や
迂
回
融
資
の
ほ
か
、
近
年

報
じ
ら
れ
た
無
断
借
名
融
資
な
ど

が
、
名
寄
せ
を
無
効
化
さ
せ
る
デ
ー

タ
の
偽
装
に
該
当
す
る
。
近
時
の
不

正
事
象
で
は
、
与
信
限
度
額
超
過
を

隠
蔽
す
る
た
め
、
顧
客
情
報
フ
ァ
イ

ル
（
以
下
、「
Ｃ
Ｉ
Ｆ
」
と
い
う
）

を
追
加
登
録
（
二
重
登
録
）
し
て
同

一
先
で
な
い
よ
う
偽
装
す
る
な
ど
の

手
口
の
巧
妙
化
が
み
ら
れ
る
。

２　
反
社
会
的
勢
力
リ
ス
ト

　
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
を
遮
断

す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
る
反
社
会
的

勢
力
リ
ス
ト
（
以
下
、「
リ
ス
ト
」

と
い
う
）
は
、
金
融
機
関
外
部
に
よ

る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
を
導
入
し
、
そ

れ
に
各
金
融
機
関
が
日
常
的
に
収
集

し
た
情
報
を
加
え
る
形
で
整
備
さ
れ

る
。

　
他
方
、
警
察
当
局
に
よ
る
該
当
者

把
握
か
ら
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
更
新
ま
で

に
は
相
応
の
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
り
、

経
営
資
源
の
多
寡
な
ど
を
背
景
に
、

各
金
融
機
関
に
お
け
る
追
加
整
備
の

実
態
に
も
頻
度
な
ど
の
差
異
が
み
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
の
実
情
が
、
リ
ス
ト

に
〝
穴
〞
を
も
た
ら
す
。

　
ま
た
、リ
ス
ト
の
活
用
工
程
で
は
、

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
突
合
だ
け
で
な

く
、
人
間
の
目
を
介
し
た
確
認
が
な

さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
だ
。
こ
の
工

程
で
の
リ
ス
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
つ

い
て
も
、
誰
で
も
幅
広
く
利
活
用
を

可
能
と
し
て
い
る
金
融
機
関
と
、
個

人
情
報
保
護
等
を
意
識
し
、
役
職
な

ど
に
応
じ
て
ア
ク
セ
ス
権
限
を
設
定

し
て
い
る
金
融
機
関
が
み
ら
れ
る
。

後
者
の
金
融
機
関
で
は
、
リ
ス
ト
の

目
的
外
利
用
な
ど
に
一
定
の
ガ
ー
ド

が
か
か
る
一
方
、
配
置
人
員
絞
込
み

の
中
で
の
店
内
検
査
形
骸
化
や
、
権

限
者
が
限
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
慢
心
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近
時
の
不
正
動
向
を
踏
ま
え
た
内
部
監
査
部
門
お
よ
び

監
査
役
・
監
事
に
よ
る
監
査
手
法
見
直
し
時
の
着
眼
点

今
月
の
解
説
①

オ
ペ
レ
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シ
ョ
ナ
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ザ
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取
締
役
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
／
デ
ー
タ
ア
ナ
リ
ス
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一 

　
米
国
・
イ
ラ
ン
の 

軍
事
衝
突
と
国
際
情
勢

秩
序
へ
の
影
響

　
２
０
２
６
年
２
月
末
以
降
、
国
際

社
会
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
構
築

さ
れ
た
安
定
的
な
秩
序
が
大
き
く
変

容
す
る
、
歴
史
的
か
つ
決
定
的
な
瞬

間
に
立
ち
会
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　
米
国
と
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
対
イ

ラ
ン
大
規
模
軍
事
作
戦「
エ
ピ
ッ
ク・

フ
ュ
ー
リ
ー
」
の
実
施
、
そ
し
て
そ

の
混
迷
の
最
中
に
報
じ
ら
れ
た
最
高

指
導
者
ア
リ
・
ハ
メ
ネ
イ
師
の
逝
去

と
い
う
事
態
は
、
単
な
る
一
地
域
に

お
け
る
緊
張
の
高
ま
り
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
人
類
が

長
き
に
わ
た
る
歴
史
的
教
訓
を
経
て

到
達
し
た
主
権
国
家
の
不
可
侵
お
よ

び
武
力
行
使
の
原
則
的
禁
止
と
い
う

国
際
法
の
根
幹
が
、
実
質
的
に
そ
の

拘
束
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。

　
軍
事
的
に
き
わ
め
て
厳
し
い
状
況

に
置
か
れ
た
イ
ラ
ン
は
、
国
家
の
存

立
を
維
持
す
る
た
め
の
極
限
の
対
抗

措
置
と
し
て
、
世
界
経
済
の
急
所
で

あ
る
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
の
事
実
上
の
封

鎖
に
踏
み
切
っ
た
。
世
界
の
原
油
輸

送
の
約
３
割
、
液
化
天
然
ガ
ス
（
Ｌ

Ｎ
Ｇ
）
の
約
２
割
が
通
過
す
る
こ
の

海
上
交
通
路
（
シ
ー
レ
ー
ン
）
が
物

理
的
・
軍
事
的
に
遮
断
さ
れ
た
こ
と

で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
の
途
絶
を
懸

念
す
る
世
界
市
場
に
は
、
１
９
７
０

年
代
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
想
起
さ

せ
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
凌
駕
す
る

ほ
ど
の
深
刻
な
動
揺
が
広
が
っ
て
い

る
。

　
し
か
し
、
こ
の
事
態
が
突
き
つ
け

て
い
る
本
質
的
な
危
機
は
、
物
理
的

な
衝
突
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
暴
騰

と
い
う
現
象
面
だ
け
で
は
な
い
。
よ

り
深
刻
な
の
は
、
国
際
社
会
に
お
け

る
共
通
の
行
動
規
範
が
形
骸
化
し
、

世
界
が
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
の
み
を
唯

一
の
指
針
と
す
る
予
測
困
難
な
無
秩

序
状
態
へ
と
回
帰
し
つ
つ
あ
る
と
い

う
冷
厳
な
事
実
で
あ
る
。

　
現
政
権
に
よ
る
こ
の
軍
事
作
戦

は
、
国
連
憲
章
が
定
め
る
武
力
行
使

禁
止
原
則
、
お
よ
び
国
際
法
上
の
自

衛
権
の
要
件
を
著
し
く
逸
脱
し
た
先

制
的
な
行
動
で
あ
る
と
の
指
摘
を
免

れ
な
い
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
国
際
社

会
は
こ
れ
を
主
権
国
家
に
対
す
る
重

大
な
ル
ー
ル
違
反
と
し
て
厳
格
に
指

弾
す
べ
き
局
面
に
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
欧
州
や

日
本
と
い
っ
た
米
国
の
同
盟
国
は
、

こ
れ
を
明
確
に
国
際
法
違
反
と
し
て

批
判
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
各

国
に
と
っ
て
、
安
全
保
障
や
経
済
面

で
の
対
米
関
係
を
維
持
す
る
こ
と

は
、
最
優
先
す
べ
き
現
実
的
な
国
益

で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
文
脈
に
お
い

て
、
同
盟
諸
国
が
維
持
し
て
い
る
戦

略
的
沈
黙
は
、
複
雑
な
国
際
政
治
の

力
学
に
お
け
る
苦
渋
の
選
択
と
い
え

る
。

２
０
２
６
年
の
国
際
情
勢
の
変
化
と
金
融
シ
ス
テ
ム
へ
の
影
響

２
０
２
６
年
の
国
際
情
勢
の
変
化
と
金
融
シ
ス
テ
ム
へ
の
影
響

―
上
期
の
危
機
と
下
期
の
構
造
転
換
を
見
据
え
た
展
望
―

―
上
期
の
危
機
と
下
期
の
構
造
転
換
を
見
据
え
た
展
望
―

国
際
政
治
学
者

国
際
政
治
学
者　　
和
田
和
田  

大
樹
大
樹

今
月
の
解
説
②


